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気仙広域連合広域計画 

平成10年６月26日制定 

平成11年３月26日改正 

平成13年11月15日改正 

平成14年３月28日改正 

平成23年３月25日改正 

平成28年２月15日改正 

令和３年２月15日改正 

令和８年２月10日改正 

 

【広域計画の策定に当たり】 

この広域計画は、気仙地区における広域行政推進の施策を明らかにするため、気仙広

域連合（以下「広域連合」という。）が処理する事務、並びに当広域連合を組織する大船

渡市、陸前高田市及び住田町（以下「関係市町」という。）が相互に連絡調整を図りなが

ら処理することが適当な事務のうち、広域連合規約第５条に規定されている８項目につ

いて、経緯と現状を明示しつつ、今後の方針・計画及び広域連合と関係市町の役割分担

を示す。 

新たに広域計画に盛り込む項目については、広域連合及び関係市町が継続的に検討する。 

 

１ 気仙地区における広域行政を推進するための事務に関すること 

⑴ 経 緯 

気仙地区は、平成10年に岩手県知事から「ふるさと市町村圏」の選定を受け、広

域連合を設立するとともに、平成14年には「気仙地区ふるさと市町村圏計画」を策

定し、将来像を「環境との共生 個性がきらめく活力創造圏・ケセン」と定め、豊

かな自然を保全しながら、創造性と多様性に富み、個性的で活力に満ちた圏域の形

成を目指してきた。 

こうした中、平成21年３月31日をもって国の広域行政圏施策が廃止され、広域行

政及び広域連携のあり方は、関係市町村の自主性に委ねられることになり、当広域

連合においては、関係市町の協議により、基本的な広域連携及び圏域の枠組み、ふ

るさと市町村圏基金を引き続き維持し、ふるさと市町村圏基金事業及び現在実施中

の共同処理事務については継続することとなった。 

 

⑵ 現 状 

急速に進む人口減少や少子高齢化の進行、国際化や情報化の進展など、社会経済

情勢は大きく変化するとともに、三陸沿岸道路を始めとする道路ネットワークの整

備促進などにより、住民の生活圏は市町の枠を越えて拡大しているほか、住民の価

値観や生活様式は大きく変化し、住民ニーズも高度化・多様化していることから、

なお一層の広域行政の推進が求められている。 
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⑶ 今後の方針・計画 

関係市町の連携及び国や県などと関係市町の連携のさらなる強化を図るとともに、

住民本位の効率的で質の高い行政サービスを提供するため、関係市町の事務事業の

共同処理等を通じ、広域行政の推進に努めるとともに、地域課題の解決を図るため、

一層の広域連携を推進する。 

 

２ 気仙広域連合ふるさと市町村圏基金事業の実施に関すること 

⑴ 経 緯 

気仙地区は、平成10年のふるさと市町村圏の選定に伴い、平成９年度と10年度の

２年間で、構成市町の出資及び県の助成による10億円を原資として、気仙広域連合

ふるさと市町村圏基金を造成した。 

 

⑵ 現 状 

基金の運用益を活用し、関係機関・団体と協力しながら、将来を担う人材育成事

業をはじめ、観光物産の振興、多文化理解の促進などに資する事業を実施している。 

平成21年度以降、運用益が年々減少し、事業の中止を検討・協議していたが、令

和６年度から、一定額を確保できる状況となったことから、事業を継続している。 

 

⑶ 今後の方針・計画 

一定の基金の運用益が見込まれることから、当面、基金事業を継続することとし、

関係市町の協力を得て、気仙地区の総合的かつ一体的な振興を図るため、次の事業

を推進する。 

① 人材育成事業 

② 広域的観光事業 

③ 広域的地場産業振興事業 

④ 広域的文化事業 

⑤ その他気仙地区の総合的かつ一体的な振興を推進する事業 

 

３ 職員の共同研修に関すること 

⑴ 経 緯 

昭和40年に気仙地区広域市町村圏協議会が発足し、職員の共同研修事業を行って

きた。 

 

⑵ 現 状 

行政運営における監督職として必要な行政管理に関する実践能力の養成を図るた

め、係長研修現任課程を実施している。 
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⑶ 今後の方針・計画 

行政の効率化・多様化に対応し、職員の能力開発と資質の向上を図るとともに、

関係市町相互の職員の交流を深める。 

 

４ し尿の収集、運搬及び処分に関すること 

⑴ 経 緯 

関係市町は、し尿の衛生的処理を効率的に行うため、昭和39年に気仙地区衛生処

理組合を設立した。 

昭和39年に処理能力60ｋｌ／日の嫌気性消化処理施設を建設、その後昭和48年に

40ｋｌ／日の嫌気性消化処理施設を増設し、100ｋｌ／日の処理を行ってきたが、施

設の老朽化に伴う性能低下並びにし尿等の搬入量の増加のため、昭和60年度から３

ヵ年事業で現在の施設を整備し、130ｋｌ／日の処理能力で衛生的かつ環境に調和し

た施設として、昭和62年９月から稼動している。 

施設の効率的な維持管理と経費削減及び事務の省力化を図るため、平成22年度よ

り衛生センターの維持管理業務を民間業者に包括委託している。 

 

⑵ 現 状 

広域連合の区域内のし尿の収集、運搬は、区域内の４業者が平成13年３月に合併

したことにより、現在は１業者にその業務を委託している。 

浄化槽汚泥処理の実績は、年々増加傾向にあったが、平成29年度をピークに近年

は緩やかな減少傾向で推移している。一方、し尿処理の実績は、公共下水道及び浄

化槽の普及により、平成11年度をピークに減少が続いていることなどを踏まえ、し

尿の収集及び運搬を安定的かつ持続的に実施するため、令和３年度及び令和６年度

にし尿の収集運搬手数料を改定している。 

令和７年３月31日現在の圏域の人口（住民基本台帳登録人口）は、53,437人、そ

のうち処理計画人口は28,198人、また年間総処理量は39,922ｋｌで、１日当たりの

平均処理量は109.4ｋｌとなっている。 

 

⑶ 今後の方針・計画 

今後も、諸状況の変化に呼応した、適切なし尿処理及び計画的な施設の維持管理

により、円滑かつ安定した事業運営に努める。 

 

５ し尿の収集、運搬又は処分を業とする者に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第７条の許可に関すること 

⑴ 経 緯 

し尿の収集、運搬又は処分を業とする者に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（昭和45年法律第137号）第７条の許可に関する事務は、昭和48年から気仙地区衛

生処理組合で行ってきた。 
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⑵ 現 状 

広域連合の区域内の浄化槽汚泥の収集、運搬は、区域内の５業者に許可している。 

 

⑶ 今後の方針・計画 

し尿の収集、運搬又は処分の業の許可に関する事務は、法律に基づき広域連合が

適切に行う。 

 

６ 浄化槽の清掃を業とする者に係る浄化槽法第35条の許可に関すること 

⑴ 経 緯 

浄化槽の清掃を業とする者に係る浄化槽法（昭和58年法律第43号）第35条の許可

は、気仙地区衛生処理組合で行ってきた。 

 

⑵ 現 状 

広域連合の区域内の浄化槽清掃は、区域内の５業者に許可している。 

 

⑶ 今後の方針・計画 

浄化槽清掃業者の許可に関する事務は、法律に基づき広域連合が適切に行う。 

 

７ 介護保険法に基づく事務のうち、要介護認定及び要支援認定に関すること 

⑴ 経 緯 

平成９年12月に公布され、平成12年４月から施行の介護保険法に基づく事務のう

ち、要介護認定及び要支援認定に関する審査判定業務を行ってきた。 

 

⑵ 現 状 

介護認定審査会（以下「審査会」という。）の委員の確保、圏域住民に対する審査

基準の公平性及び効率的な運営を考慮し、広域連合において処理している。 

 

⑶ 今後の方針・計画 

広域連合は、審査判定業務について、その公平性、明瞭性の確保が図られるよう、

関係機関・団体の協力を得ながら、審査会の適正な設置及び円滑な運営に努める。 

また、関係市町は、保険者として審査会の判定に基づき適正な認定を行うととも

に広域連合と相互に連絡調整を図る。 

 

８ 広域計画の期間及び改定に関すること 

広域計画の期間は、令和８年度から令和12年度までとし、その後、５ヵ年を単位と

して見直しを行う。 

ただし、必要に応じて随時改定を行う。 


